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AMED 長寿科学研究開発事業
研究開発課題名

「高齢腎不全患者に対する腎代替療法の開始 / 見合わせの意思決定プロセスと最適な緩和医療・ケアの構築」



　患者さんが透析療法の終了を強く望むとき、本人の意

向を尊重した共同意思決定のプロセスはどのようなも

のになるでしょうか。また、多職種はどのように連携す

れば、緩和ケアを適切に提供しつつ、本人らしい人生の

集大成を支援することができるでしょうか。

多職種連携による

共同意思決定（SDM）のあり方

 ― 維持血液透析の見合わせ・

看取りの症例を題材に

　50 歳代で心筋梗塞、60 歳代で脳梗塞を発症しました。原因は不明ですが、

心筋梗塞後から腎機能が低下したため近医に通院していました。

　80 歳の頃に一層の腎機能低下が認められ CKD4 期となったため、総合病

院の腎不全外来に紹介されました。そして外来に半年間通院しましたが、状

態が安定していたため、近医に逆紹介となりました。この頃は、堺さんは透

析非導入を希望していました。

　その 1 年半後、全身倦怠感と食欲不振などの症状が出現すると、堺さんは

医師の勧めに沿って透析療法を受けてみようと思い直しました。そして、総

合病院へ通院し、血液透析を受け始めました。

　しかし、血液透析を数回受けても期待したような症状の改善は認められな

かったため、堺さんは「もう透析は絶対受けない。しんどい」と発言しました。

一方、長女は父親にもっと長生きしてほしいと願い、「透析療法を継続すべき」

と主張しています。

患者さんは 83 歳の堺一郎さん。

第4 章
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向井医師：「堺さんは、以前は『透析は受け

ない』って言っていましたが、その後、自分の

意思で血液透析を受け始め、今回も自分から透

析見合わせを申し出ています。看護師さんやご

家族からも堺さんの思いを確認してもらってい

ますが、透析療法をやめるという意思は固いよ

うです」

猫田看護師：「先生、堺さんは『透析中に気

分が悪くなってしんどくなるから透析はしたく

ない』、と看護師にはおっしゃっていました。

堺さんは、外来では透析についてどのように話

されていたのですか？」

向井医師：「外来では『透析をしてまで生き

たいとは思わない』って言っていたなあ」

野田看護師：「そうですね。約半年間、通院

していたけど、透析をしたくない気持ちは一貫

していたと思います。私も堺さんの意向を確認

しましたが、今まで大きな手術を受けてよく生

かされてきたこと、ここまで生かされたので透

析はしなくてもいいことも話していました。で

も、自暴自棄とか諦めているっていう感じでは

なかったと思います。それに、自分の気持ちは

家族も知っているとも話していました」

猫田看護師：「そうなんですか。では、堺さ

んはどうして今回、お気持ちが変わったんで

しょうか？　体がしんどかったからですか？」

向井医師：「確かに、倦怠感や食欲不振の症

状が、堺さんのお気持ちを大きく変えたんだろ

うと思う。でも、今回の入院時に、腹膜透析も

含め透析療法のメリット、デメリットを看護

師さんと一緒に説明した時も、血液透析を週 3

回受けることや、副作用があることは理解でき

た上での決断だったと思うよ」

堺さんに関する情報共有と方向性の検討

　第 1 回目の多職種カンファレンスは、堺さん

の発言と経過に関して医療・ケアチームが情報

共有し、今後の治療・ケアのあるべき方向を検

討するために開催された。これは堺さんが維持

血液透析を「やめたい」と希望してから 3 日目。

まず、主治医の向井医師がこれまでの経緯を説

明した。

第 1 回目／カンファレンス
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野田看護師：「ただ、堺さんが思っていた以

上に、透析がしんどかったのかもしれないです

ね。血圧も下がっていましたしね」

今宮臨床工学技士：「初回透析時に、気分不

快がみられました。ダイアライザーや抗凝固剤

のアレルギーかもしれないと思ったのですが、

症状が軽かったので、当てはまりませんでし

た。症状から、不均衡症候群の一種ではないか

と考えました。そこで先生と相談して、血流量

を下げたり、次の透析から膜面積の小さいもの

に変更したり工夫していました」

鶴橋透析室看護師：「透析室でも、堺さんは

血圧下がるのが怖いって話していたから、15

分毎に血圧測定して、下がり過ぎないように注

意していました」

猫田看護師：「そうなんですね、いろいろ工

夫していたんですね。じゃあ、このあと堺さん

の意向を尊重した関りとして、私たち看護師は

どのような支援をしていけばいいのでしょう

か？」

野田看護師：「堺さんがしたくないって言っ

ている場合は、なぜそう思うのかまず思いを

語ってもらう必要がありますね。堺さんの意向

をしっかり確認しながら、その意向に添う支援

が尊重した関りに繋がると思います。でも、透

析をこのまましないことで、さまざまな症状が

出てくるから、その観察が必要ですね。症状が

出てくれば、気持ちが変わる患者さんも多いか

ら、症状や言動の変化の観察も重要です」

向井医師：「そうだね。堺さんの治療に対す

る意向をみんなで確認し続けましょう。医師と

看護師さんに話す内容が違う場合があるから

ね。それと、尿毒症症状が進んでくると、食事

も食べられなくなると思うなあ」

桃谷管理栄養士：「向井先生と相談しながら、

堺さんの食事摂取量は少ないですが、摂取エネ

ルギー量に見合った食事を出そうと思います。

あと、堺さん自身の好みとカリウム摂取量のバ

ランスも確認しながら、食べることができそう

なものを提供してみますね。透析療法が今後ど

うなるかわからないけど、体力や筋力が低下す

れば、希望していることができなくなりますの

で」

向井医師：「ありがとう、助かるよ」

野田看護師：「あと、堺さんの娘さんのこと

ですが、透析継続を希望されています。堺さん

とご意向が異なるので、今後、堺さんの意思決

定において対応が必要になります。ご家族の支

援もしていきます」

猫田看護師：「娘さんは確か、仕事が終わっ

てから面会に来られるので、夜勤帯の看護師間

でも共有してお話を伺っていきますね」

南看護師長：「様々な計画が立ちましたね。

堺さんのお気持ちを尊重した関わりをチームで

協力して行っていきましょう」
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濱岡ケアマネジャー：「私は堺さんが脳梗塞

になってから担当させて頂いております。堺さ

んは、日頃、娘の陽子さんに代わって家事全般

をしていました。娘さんとお孫さんのお弁当も

作っていたようです。『千尋ちゃんが " おいし

い " って言ってくれた』と、うれしそうに話し

ていました」

野田看護師：「そうですか、料理がお得意な

のですね。他の楽しみは？」

濱岡ケアマネジャー：「野球と相撲がお好き

だと思います。あと、お酒も」

野田看護師：「脳梗塞で倒れたのに、お酒を

飲んでいたのですか？」

濱岡ケアマネジャー：「毎日ではないですよ。

堺さんは脳梗塞で倒れてリハビリを頑張ってい

たんです。そして、リハビリ病院で知り合った

友人たちと月 1 回外食して、その時に少しだ

けお酒を飲んでいたようでした。『それが楽し

い』って話してました」

野田看護師：「では、友人との食事が生きが

いだったのでしょうか？」

濱岡ケアマネジャー：「生きがいかどうかは

わかりませんが、その食事仲間の一人が 3 か

月前に亡くなってから、堺さんに元気がなく

なったように思います」
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堺さんからの質問に医療・ケアチームが応答 / 意向の確認第 2 回目／カンファレンス

向井医師：「堺さんが透析療法についてもう

一度話を聞いてみたいとおっしゃったそうなの

で、今後のことを含めて一緒に考えたいと思

い、本日集まっていただきました。まず、堺さ

ん、透析療法についてもう一度説明させて頂き

ますね」

向井医師は透析療法を継続することについて、

メリット（益）、デメリット（害）を話し、透

析療法を継続しない場合の治療についても説

明。堺さんは医療者への質問を事前にメモして

カンファレンスに参加している。堺さんはその

メモを見ながらしっかりした口調で質問し、医

療者の説明に対しても理解を示している。

堺さんも陽子さんも向井医師の目を見ながら聞

いている。向井医師は一応の話を終えると・・。

向井医師：「じゃあ、堺さん、透析療法を再

開するということでいいでしょうか？」

堺さん：「いやいや、そうじゃない。ただ、

わたしは治療について質問があるだけだ。また

透析を受けるとは一言も言っていません。質問

の答えを聞いて、それから考えたいんです」

向井医師やカンファレンスに参加した医療・ケ

ア従事者は、堺さんからの質問に丁寧に答え

た。堺さんはしっかりと目を見ながら聞いてい

た。そしてすべての質問の回答を聞き終えてか

ら、堺さんは腕組みをして目を閉じ、下を向い

た。よく考えている様子であった。

5 分後…

8



9

向井医師：「堺さん、すぐに結論を出す必要

はないですよ。明日また改めて一緒に考えま

しょうか」

堺さん：「いやぁ、結論はもう出たよ。話も

よくわかった。やっぱり、透析はもうしない、

腹をくくったから」

陽子さん：「どうしてよ、みなさんここまで

説明してくれたのに」

堺さん：「話を聞いたけど、透析を受けて自

分が元気になることがイメージできないんだ。

今までのように家の用事をしたり、金魚に餌を

あげたりしている姿が見えてこないんだ。千尋

ちゃんや亡くなった母さんには悪いけど。これ

がわたしの生き方だ。悪いけど、陽子、もうあ

きらめてくれ」

陽子さんは、一度首を横に振ったが、そのあと

医療者の方を見て、2 回頷く。

向井医師：「堺さん、よくわりました。堺さ

んが透析を希望しないお気持ち、よく伝わりま

した。ただ、今後、お気持ちが変われば、どう

ぞいつでもおっしゃって下さい。その時に、治

療をどうするか、またご一緒に考えましょう」

看護師野田は、カンファレンス後に、陽子さん

と面談の時間を設けた。

野田看護師：「大丈夫ですか？」

陽子さん：「父があそこまで思っていること

は、知りませんでした。父が透析はどうしても

嫌だというのであれば、その通りして上げてく

ださい。でも、体がしんどいのは取ってあげて

ください」

野田看護師：「わかりました。先生にもお伝

えしておきます。ご家族として他に気になるこ

とや不安なことがあれば、いつでも病棟看護師

におっしゃって下さいね」

　堺さんのような患者さんの意思決定支援のために行われるカンファレンスでは、臨床倫理

のガイドラインを参照します。日本における臨床倫理ガイドラインには、まず、厚生労働省

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」があります。

　このガイドラインは冒頭で、「医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、

それに基づいて、医療・ケアを受ける本人が多職種の医療・介護従事者から構成される医療・

ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終

段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。また、本人の意思は変化し

うるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が

医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要」という、

意思決定支援における基本的な考え方を示しています。

　堺さんの事例ではこのガイドラインに沿った意思決定支援がなされています。また、堺さ

んは高齢者なので、日本老年医学会「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン」

と「立場表明 2012」、「ACP 推進に関する提言」も参照可能です。

カンファレンスにおいて参照すべきガイドライン
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　医療・ケアチームは患者さんにとって有効な治療を安全に行うことに注力しますが、治療の選

択とその実施に伴って倫理的な問題が発生することが少なくなく、そのなかには重大な問題もあ

ります。

　看護師は職務上、患者・家族の抱える倫理的問題を早期より把握する立場にあり、それゆえ多

職種間で起こる価値の対立を経験することも多くなってきます。そこで、2003 年に専門職の行

動指針として発表された「看護職の倫理綱領」に沿って、倫理カンファレンスや事例検討会が行

われるようになりました（勝山 , 他 ,2010）。この「倫理綱領」は 2021 年に改訂版が発表され

ています ( 日本看護協会 ,2021)。

　この倫理カンファレンスを充実させるために、ファシリテーターと呼ばれる進行役を設ける

ことも推奨されています。ファシリテーターの役割は、「事前の準備」、「当日の進行」、「環境づ

くりへの配慮」であると言われ、カンファレンスに大きな影響を与えるとされています（谷津 ,

他 ,2008）。

　今回、1 回目のカンファレンスの前に、まず看護師だけのミニ・カンファレンスが開催されま

した。これは堺さんが透析療法を拒否した言葉を受けて、南師長が現状把握と情報共有、さらに

看護師が抱いているかもしれないジレンマを吐露する機会をつくり、カンファレンスの事前準備

を行っていたと考えられます。この事前の準備があったので、1 回目のカンファレンスの目的が

明確になり、目的に沿って参加者が決定され、充実した話し合いにつながったといえます。また、

実際のカンファレンスの場面では、多職種がさまざまな意見を述べていましたが、どのような意

見についても否定や批判をしないように、チームリーダーである先輩看護師が配慮して環境づく

りをしていました。

　このように、深刻な倫理的問題がある場合のカンファレンスでは、事前の準備としての情報収

集と情報整理、問題点の明確化をまず行うことが重要です。さらに、実際のカンファレンスでは、

開催の目的を明らかにした上で開始し、患者・家族も多職種も自分の意見を話すことが出来るよ

うな会の進行と、意見を自由に話すことが出来る環境づくりへの配慮が重要です。

Question ❶

Question❶

重大な倫理的問題がある場合のカンファレンスは、
どうすればよいでしょうか？
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　腎臓病の患者さんは末期腎不全に至ると腎代替療法 (RRT) の選択に直面します。患者さんの

心理的プロセスは、精神的打撃、否認、取り引き、パニック、怒りなどを経て、あきらめや受容

に至り、患者としての新しい役割の獲得に繋がっていくと言われています（春木 ,2010）。　

　そしてその心理的プロセスは直線的ではなく、行きつ戻りつしながら、気持ちや感情が何度

も揺れ動いた末に RRT について決断することが多いとされています。つまり、維持透析を受け

ている患者さんの多くが、何度も悩んだ末に治療法の意思決定をしたという過去があるのです。

その苦渋の決断で選択した治療を患者さんが「もうやめたい」と希望する場合、この言葉の背景

には何か大きな理由が隠れていると考えられます。

　そこで、維持透析を受けている患者さんがその治療を「やめる」と希望した場合、医療・ケア

従事者は、まず思いを引き出し、語りを導こうと努めることが大切です。そして、患者さんのお

気持ちを繰り返し聴きつつ、多職種チームでその意向の確認に努めます。維持透析を受けている

患者さんにとって、透析を継続しないことは死を意味することであり、その決断は、「どのよう

に人生を全うするのか」の選択に繋がると言えます。

　日本透析医学会が 2014 年に公表した「維持血液透析の開始と継続に関する意思決定プロセ

スについての提言」（日本透析医学会 ,2014）では、透析療法を継続しないことについて「見合

わせる」という言葉が使用されています。これは、維持透析を中止・終了するということではなく、

透析を一時的に実施せずに経過を見るが、病状や患者さんの意向の変化によっては透析を再開す

るという意味を持ちます。

　また同 2014 年度版では、治療選択は「自己決定」に重きが置かれていますが、日本透析医

学会が 2014 年度版を改訂して 2020 年度に発表した「透析の開始と継続に関する意思決定プ

ロセスについての提言」では、共同意思決定（shared decision making；SDM）が推奨されて

います（日本透析医学会 ,2020）。

　共同意思決定とは、医療者はエビデンスに基づく医学的情報を患者さんに提供し、患者さん

は自分にとって大切なことや価値観や選好を医療・ケア従事者に伝え、患者さんと医療・ケア

チームが話し合って最善の選択を探ることであると言われています（Charles, et al., 1991, 

Whitney,et al., 2003）。つまり、患者さんと医療・ケアチーム間の対話を通じた合意形成のプ

ロセスが重要となります。共同意思決定については、本「意思決定支援ツール」の第 2 章もご

参照ください。さらに、2020 年度版「透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての

提言」では、共同意思決定プロセスをたどった結果、透析見合わせで合意が形成された場合は、

確認書に記載するように推奨されています。

　同「提言」は、意思決定能力を有する患者さんが維持透析の見合わせを申し出た場合の本人の

意思の尊重について、以下のように記述しています。

▼

Question ❷

Question❶

患者さんが維持透析の継続見合わせを希望した場合、
どのように対応すればよいのでしょうか？
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　「意思決定能力を有する患者には，人生の最終段階にあるかどうかにか

かわらず，わかりやすい適切な説明を受け，自らの意思に基づき医療を

受ける権利と拒否する権利がある．人生の最終段階ではない患者が透析

の見合わせを申し出て，最終的に保存的腎臓療法 (CKM) を選択した場合，

医師が生命維持のために透析を必要とする末期腎不全 (ESKD) と診断した

時点から人生の最終段階となる．透析を見合わせなければ人生の最終段

階にはならない患者の意思は，その時点での最終意思決定であり，尊重

されなければならない．

　しかし，医療チームは，患者の意思は変わりうるものであることを常

に認識し，透析を受け入れるための対応を続ける．

　人の尊厳の中では自律，すなわち自分のことは自分で決めることが最

も重要な要素であり，患者・家族等・医療チームの間で十分な情報共有

のもと繰り返し話し合った CKM 選択の合意を尊重すべきである．透析の

見合わせに関する確認書を患者・家族等（相続人を含む）から必要に応

じて取得する．患者・家族等・医療チームの間で透析見合わせの合意が

形成されない場合には繰り返し話し合い，合意形成に努める．」

日本透析医学会「透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言」(2020)

▼
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堺さんの場合

　今回、堺さんが透析療法を継続したくないという意思を表明した際に、

医療・ケア従事者はすぐに中止・終了と結論づけるのではなく、まず、堺

さんの真意を確かめています。そして、堺さんの言動から、堺さん自身に

意思決定能力が備わっているのかを判断しています。さらに、家族である

陽子さんに堺さんの意向を代弁することで、堺さんの「透析をやめたい」

という思いが家族に伝えられました。その結果、堺さんと陽子さんの間で

治療継続への思いに相違があることが明らかになりました。

　この意見の相違に対応するために、多職種で構成された医療・ケアチー

ムは堺さんを中心に陽子さんも一緒に話し合う場として多職種カンファレ

ンスを開きました。多職種も家族も各自の時間を調整することで、対話が

できる環境が生まれました。この話し合いの中で、医師は改めて透析療法

のメリットとデメリット、気分不快や倦怠感が改善しない理由を説明し、

看護師や臨床工学技士は治療中の気分不快を少しでも改善させる方法につ

いて説明しました。

　堺さんはその説明を受けて再度よく考えてから、改めて「もう透析療法

を受けない」という意向を示しました。

　このようにして、多職種カンファレンスでは、患者さんと家族の意向や

思いを医療・ケア従事者間で共有することができました。その後、多職種

で構成された医療・ケアチームは患者さん・家族双方の意向に変化がない

か繰り返し確認するように努め、変化があったときは再度集まり、話し合

う時間を持つようにしました。
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カンファレンスの際、堺さんは透析療法について 4 つの質問をしました

質問❶  透析中にまたしんどくなるのか ?

質問❷  孫が成人するまで元気に生きることができるのか ?

質問❸  透析すれば体力が戻るのか ?

質問❹  このまま透析を受けなければ体はどうなるのか ?

質問❶に対して  医師は、透析療法の再開後も治療中に気分不快や血圧低下、足がつったりなど
体調が悪くなる可能性があることを説明しました。また、循環動態の変動が少ない腹膜透析につ

いても再度説明しました。

　透析室看護師は堺さんが辛くならないようなケアの方法を、臨床工学技士は気分不快や血圧低

下を起こさないよう透析条件を見直すことが可能であることを説明しました。医師は、透析療法

の再開後も治療中に血圧が低下したり、足がつったりなど体調が悪くなる可能性があることと、

腹膜透析についても再度説明しました。

質問❷に対して  医師は、このまま治療を受けないことに比べると、透析療法を受ける方が、孫
が成人するまで数年間は元気でいられる可能性があると説明しました。また、治療を受けない場

合、気分不快の症状が強くなり、呼吸困難の症状も出現し、数日から数週間で絶命する可能性が

あることも説明しました。しかし、治療を受けたとしても、今後どれくらい生きることができる

のかはわからないことも伝えました。

質問❸に対して  医師は、倦怠感や食欲不振は透析療法で改善することもあるが、筋力低下は透
析療法では改善しないこと、しかしリハビリテーションを継続することで筋力がある程度回復す

る可能性があることを説明しました。先輩看護師は、入院中、筋力低下を防止するためにリハビ

リテーションを頑張っている堺さんの姿を言葉にして娘さんと他のスタッフに伝えました。

質問❹に対して  医師は、このまま透析療法を再開しない場合に出現する症状や今後たどるであ
ろう経過を説明しました。緩和ケア認定看護師は、症状緩和についての方法を伝えました。また

先輩看護師はできる限り堺さんが望むことを叶えられるように一緒に支援させて頂くことを伝

えました。

　最終的に、堺さんはよく考えたうえで、透析療法を終了することを希望し、陽子さんも堺さん

の本音を知ったことで、その決断を支持することができました。つまり、医療・ケア従事者と患者・

家族が繰り返し対話する機会を設けたことで、患者さんは本心を表明でき、家族からも患者の意

向に関して賛同を得ることができ、合意形成に至ったといえます。

　この合意形成プロセスが SDM であり、維持透析療法を受けている患者さんから透析療法の見

合わせに関する希望が表明されたときに、両者がある程度納得できる結論を導くことができる方

法であるといえます。

　もし、心身の弱った患者さんが「透析をやめたい」と語った言葉が本心ではないと感じさせる

何かがある場合には、医療・ケアチームは対話によって本人の真意の把握に努めたり、情緒的な

支援を行ったりする必要があります。この点については、本「意思決定支援ツール」の第 1 章「維

持血液透析を患者さんが『やめたい』というとき」も参照してください。
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　SDM のプロセスにおいては、患者さんがどう生きたいのかを知ることが意思決定支援の鍵と

なります。そのためには、これまでの生活背景や習慣、大事にしてきたことや価値観等の情報を

一つ一つ収集し、その情報を紡ぎ合わせ、目の前の患者さんが “ どのような人物 ” なのかを知ろ

うとすることが重要です。

　病院で勤務する医療者は、カルテから目の前の患者さんの疾患名や既往歴、服薬している薬剤

の種類などを調べ、“ どのような患者 ” なのかは把握することができます。

　しかし、今までどのような生活や仕事をして、何を大切に生きてこられた、つまり “ どのよう

な人物 ” なのかは、分かりかねる部分が少なくありません。そこで、家族から情報を収集しよう

としますが、本人が家族に見せる姿が本人の全てとは限りません。

　現在、超高齢社会において地域包括ケアが推進されている中で、患者さんを取り巻く環境が大

きく変化し、患者さんを支えている人たちも多様化しています。

　 維 持 透 析 療 法 を 受 け て い る 患 者 さ ん の 平 均 年 齢 は 69 歳（ 日 本 透 析 医 学 会 統 計 調 査 委 員

会 ,2020）で、介護保険によるサービス利用を申請しケアマネジャーが支援している場合が多く、

ケアマネジャーから患者情報を得ることができる場合もあります。

　今回も、入院後に濱岡ケアマネジャーが来院して、堺さんが家族のお弁当を作っていたこと、

リハビリテーションを頑張り、そのリハビリ仲間との月 1 回の食事やささやかな飲酒を楽しみ

にしていたこと、数か月前に食事仲間の一人が亡くなり、堺さんが元気を失くしていたという、

今回、維持透析の終了を希望した理由に繋がる可能性のある情報を得ることができました。この

情報から、堺一郎さんという患者さんがこれまでどのような人物であったのか、堺さんの歩みの

一端を知ることができたといえます。

　また今回、透析療法の話を再度聞きたいという堺さんの意向や、家で飼っている金魚のこと

が気になるという思いを聞いたのは、猫田看護師でした。つまり、過去の情報から人となりを

明らかにするべく努め、現在の思いや気がかりを引き出し、未来に臨む情報を紡ぎながら、今、

堺さんは何を望んでいて、医療・ケア従事者はどのようにそれを支援できそうか、考えることが

できました。

　そして、堺さんの思いを聞いた猫田看護師は、向井医師と先輩看護師、緩和ケア認定看護師に

患者さんの思いを伝えました。また家族にも、患者さんの意向を伝えました。向井医師は外出

許可を渋っていましたが、猫田看護師は先輩看護師と一緒に、濱岡ケアマネジャーにも連絡して、

外出時の支援体制を調整しました。そして、向井医師に支援体制が整備できたことと、堺さん

と家族も同じ希望であることを再度伝え、外出許可を得ることができました。その結果、週末 2

時間だけの外出が決定しました。

　しかし、堺さんは外出予定の前日に発熱し、外出できなくなってしまいました。翌日、陽子さ

んが病室を訪問。スマートフォンで取った金魚の写真と、千尋さんが水槽の水を変えている動画

を堺さんに見せ、二人で談笑しました。その様子を、猫田看護師は病室の外から微笑ましく見つ

めました。

「合意を目指す（合意を妨げている点の整理）」



17

　このように堺さんと陽子さんが談笑する時間を実現できたのは、患者さんの過去、現在そして

未来の情報を多職種で多角的に収集・共有し支援しようとしたことで初めて患者さんを人として

知ることができたからだと思います。

　さらに、堺さんが気にかけていた金魚について、陽子さんのスマートフォンの写真や動画を一

緒に見ることができたことは、堺さんにとってはもちろん、陽子さんにとってもよい時間となり、

陽子さんへのケア的な効果ももたらしたといえるでしょう。それは、堺さんの意向を尊重し透析

療法の終了に理解を示した陽子さんの心理的な負担感の軽減にも繋がったと考えます。
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　透析療法を継続しない場合、末期腎不全の尿毒症症状である悪心・嘔吐などの消化器症状や、

溢水よる全身浮腫の進行や肺水腫の出現、意識障害や認知症様症状の進行（渋谷・志賀 , 2017）

が予測されます。また、これらの症状がサルコペニアやフレイルなどの状態を引き起こし、ADL

の低下を招くこともあります。そのため内科的治療や緩和ケアの必要性が一層増します。

　今回のケースでは、患者さんが維持血液透析の終了を希望した時点から、腎臓専門医は管理栄

養士と連携しながら支援しました。腎臓専門医は食事摂取量と尿量、浮腫の有無と程度から体液

バランスの調整を行うことで、溢水症状による呼吸困難を抑えることができました。

　また管理栄養士の介入により、患者さんの摂食状態によって食事のエネルギー量を増減した

り、家族がお見舞いとして持参した果物を食べたときは食事ではカリウムを控えめにして高カ

リウムによる倦怠感や不整脈を予防したりするなど、栄養摂取をコントロールすることができ

ました。

　そのため、堺さんの病状は急変することなく、自分の意向について家族や医療・ケア従事者と

何度も話すことができる状態を数週間にわたって維持することができました。こうして、呼吸困

難の状態を引き起こさずに経過したことは、家族に過度の心理的負担感を抱かせないことにも繋

がったといえます。

　また、緩和ケア認定看護師がカンファレンスに参加し、透析療法を継続しない場合の安楽なケ

アについて説明したことは、患者・家族の不安軽減と安心感に繋がりました。

　このように、今回の症例では多職種連携で関わることができたことによって、患者さんの意向

を尊重し、家族の納得も得つつ意思決定を支援することができたといえます。

　しかし、ここで１つ注意すべきこともあります。多職種連携チームで医療を行うときに、「専

門性志向」と「患者志向」との相克が生じ、チーム医療が困難になることもあると言われていま

す（細田 ,2012）。つまり各職種の「専門性志向」が強すぎると、専門的な仕事だけをしたいと

いう欲求が大きくなり、専門家としての態度が過度になる傾向があることが指摘されているので

す。その結果、自分たちの行っている医療が本当に患者の利益になっているのかを吟味する視点

が抜け落ち、患者が置き去りにされがちになることもあるといわれています。一方、「患者志向」

が強すぎれば、専門性に基づく意見が軽視されがちになるとも言われています。

　しかし、今回のケースの場合は、堺さんも陽子さんも、透析療法を継続しないと決定するに至っ

たプロセスの中で、お互いに納得した最期の時間を過ごすことができていたと推察されます。こ

れは、今回の多職種連携チームが、「患者さんはどのような人物なのか」を一緒に明らかにして

いこうと努めることで、お互いの専門職としての価値観を患者の人生の集大成支援のために活か

すべく協働できたことが要因だと考えます。

　このような多職種連携には、チームリーダーとともに、専門職の価値観と患者の意向をすり合

わせることができるコーディネーターの存在が重要であり、堺さんのケースでは、先輩看護師や

猫田看護師がその役割を果たしたといえます。

患者の希望を叶えるための多職種連携
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